
第１３回から第１４回までの再生会議結果 
平成１８年９月２７日 

 
第 
13 
回 
会 
議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【平成１８年７月１４日（金）・浦安市民プラザＷａｖｅ１０１】 
● 議事に先立ち、新たに三番瀬再生会議委員に就任いただいた張委員を
紹介した。 
● 県から３月２８日に諮問した三番瀬再生計画（事業計画）（素案）に
ついて御議論いただいた。概要は以下のとおり 
 
１ 第１1回から第 12回再生会議の結果について 
  資料に基づき確認した。 
【意見】 
○ 前回会議で県から報告した市川泊地・航路の維持浚渫工事に関し、
浚渫土の茜浜深掘部への埋め戻しによる漁業への効果について次回

説明してほしい。 
○ 評価委員会の委員の半数が、再生会議との兼任なので、評価委員会
は第３者機関としてはどうか？ 

【会長からの発言】 
◎ 再生会議と評価委員会の役割について、再生会議委員の中で考え方
に差異が生じているので整理すると以下のとおりである。 
① 再生会議は、県が行う再生事業に対して中立的な立場で意見を述べ
る機関である。 
② 評価委員会は、再生会議から県に意見を述べるにあたり、より専門
的な検討を行って、再生会議に科学的な判断材料を提供してもらう

ため、再生会議の下部組織として設置されている機関である。 
③ 再生会議では、評価委員会からの助言を踏まえて議論を深め、合意
を図っていく。 

２ 三番瀬再生計画（事業計画）（素案）について 
ア 審議の進め方及び答申のとりまとめに関する考え方について 

会長から事業計画（素案）の審議の進め方及び、答申のとりまとめ

に関する基本的な考え方が示され、以下のとおり確認いただいた。

○事業計画（素案）の審議の進め方について 

・今回及び次回の再生会議で本格的な議論を行うこととし、グループ

内の整理が比較的まとまっているところから、Ｄ→Ｅ→Ｃ→Ｂ→Ａ

→全体及び第１章の順に議論を進めていくこと。 
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・グループごとの審議の中間で会場の意見を伺い、再生会議での議論

の展開にいかすこと。 
○答申のとりまとめに関する基本的な考え方について 

・再生会議において意見が一致した事項を答申の内容とすること。 
・既に再生会議から答申を終えている基本計画の内容に遡る事項は答

申の対象としないこと。 
・事業計画（素案）を修正する際は修正文とその理由を明記すること。

・再生会議で意見一致に至らなかった場合においても、賛成者の多い

意見及び事業計画とは別に再生会議としての意見を述べたい事項に

ついては、附帯意見とすること。 
・答申のとりまとめ作業は、各グループのとりまとめ責任者が行い、

全体及び第１章については、再生会議の議論を踏まえて吉田副会長

が行うこと。 
イ Ｄグループ（第８、９、１１節）に係る審議 

とりまとめ責任者の吉田委員から「第８節 環境学習・教育」、「第

９節 維持・管理」及び「第１１節 広報」の３つの担当節に関す

る修正意見や新規事業提案の説明があり、これに基づき、質疑応答

及び意見交換が行われた。 
第８節については、環境学習施設等検討委員会の議論の進展を踏

まえ、第 1次事業計画の目標を新たに記載すべきとされた。 
第９節については、住民参加の促進及び環境変化への対応等につ

いての意見が出され、第１次事業計画の目標に係る記述等を修正す

るとともに、新規事業として、三番瀬再生に係る人材活用に関する

取組、地域協働の促進に関する取組及び維持管理活動への支援に関

する取組の３事業を追加すべきとされた。 
第１１節については、三番瀬の再生に関わるさまざまな分野の

人々が共通に使える再生に係る標語や図案が必要との観点から、三

番瀬再生の広報に係る標語・図案等の検討を新規事業として追加す

べきとされた。 
その結果、吉田委員が審議内容を踏まえて答申案を作成すること

になった。 
ウ Ｅグループ（第１０、１２節）に係る審議 



とりまとめ責任者の倉阪委員から「第１０節 再生・保全・利用

のための制度及びラムサール条約への登録促進」及び「第１２節 東

京湾の再生につながる広域的な取組」の２つの担当節について、修

正意見の説明があり、これに基づき質疑応答及び意見交換が行われ

た。 
第１０節については、ラムサール条約への登録は行徳湿地との連

携を考慮する必要があること及び関係者との調整は特に漁業者の理

解が必要との観点から、「ラムサール条約への登録促進」の事業内容

に係る記述を修正すべきとされた。 
第１２節については、広域的取組の趣旨を明確化し、また、目に

見える新たな取組が必要との観点から、事業内容に係る記述を修正

すべきとされた。 
その結果、倉阪委員が審議内容を踏まえて答申案を作成すること

になった。 
 

◎大槻副知事あいさつ 

中途出席の大槻副知事からあいさつを申し上げた。 
６月定例県議会及び三番瀬問題特別委員会における審議状況を説明

し、「再生会議からできるだけ早期に事業計画の答申をいただき、再生

事業を実行に移したい。」と表明。 
 
◎会長のまとめ 

・Ｄグループ及びＥグループが担当する部分については、本日の審議

結果を踏まえ、修正のうえ、次回の会議に再提案してもらう。 

・次回の会議は、Ｃ→Ｂ→Ａ→全体及び第１章の順に議論する。 
 
３ 報告事項について   

県から、市川海岸塩浜地区護岸検討委員会要綱の改正及び委員の

追加及び、平成１８年度三番瀬自然環境合同調査の実施を報告した。

 
4 その他  

次回の再生会議は７月２３日（日）午前１０時から（財）海外職

業訓練協会で開催する。 
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【平成１８年７月２３日（日）・財団法人海外職業訓練協会】 
● 議事に先立ち、事務局から前回（第１３回）の再生会議の概要につ

いて報告した。 
● 県から３月２８日に諮問した三番瀬再生計画（事業計画）（素案）に

ついて御議論いただいた。概要は以下のとおり 
 

１ 三番瀬再生計画（事業計画）（素案）について 
ア Ｃグループ（第５～７節）に係る審議 

とりまとめ責任者の川口委員から「第５節 海と陸との連続性・

護岸」、「第６節 三番瀬を活かしたまちづくり」及び「第７節 海

や浜辺の利用」の３つの担当節に関する修正意見や新規事業提案の

説明があり、これに基づき、質疑応答及び意見交換が行われた。 
第５節については、市川市塩浜１丁目護岸の安全性確保に関する

意見が出され、護岸の安全確保に関する取組を新規事業として追加

すべきとされた。 
第６節については、事業計画素案では白紙であったが、広域的な

観点から三番瀬周辺区域におけるまちづくり方法について、協議・

検討するための場の設置など、具体的な取り組みを早急に行うこと

が必要との観点から、第１次事業計画の目標を新たに定め、計画事

業及び施策の体系図について新たに記載すべきとされた。 

第７節については、「賢明な利用」と「ルールの的確な運用」の観

点から密漁対策に関する記述を追加するなど文章を修正すべきとさ

れた。 

その結果、川口委員が審議内容を踏まえて答申案を作成すること

になった。 

イ Ｂグループ（第３節）に係る審議 

とりまとめ責任者の工藤委員から担当節である「第３節 漁業」

に関する修正意見や新規事業提案の説明があり、これに基づき、質

疑応答及び意見交換が行われた。 
その結果、三番瀬における漁業の位置づけを再整理し、第１次事

業計画の目標等を修文するとともに、漁業者と消費者を結ぶ取組を

新規事業として追加すべきとされた。 
その結果、工藤委員が審議内容を踏まえて答申案を作成すること

になった。 
ウ Ａグループ（第１、２、４節）に係る審議 

とりまとめ責任者の清野委員から「第１節 干潟・浅海域」、「第



２節 生態系・鳥類」及び「第４節 水・底質環境」の３つの担当

節に関する修正意見や新規事業提案の説明があり、これに基づき、

質疑応答及び意見交換が行われた。 
第１節については、干潟は、本来、陸と海の連続性が確保され、

海だけでなく、河川、後背湿地と関係が深く、波、流れ等を含めた

環境のうえに成り立つ自然のメカニズムの一部であるという視点か

ら、第１次事業計画の目標等に係る記述を修正すべきとされた。 
第２節については、生物多様性の回復のため、県民にわかりやす

い当面の目標を設定することが必要であるとの視点から、第１次事

業計画の目標等に係る記述を修正するとともに、生物多様性の回復

のための目標生物調査事業を新規事業として追加すべきとされた。

第４節については、水循環系の再生の視点から第１次事業計画の

目標等に係る記述を修正するとともに、三番瀬周辺の小河川等再生

の検討・試験を新規事業として追加すべきとされた。 
その結果、清野委員が審議内容を踏まえて答申案を作成すること

になった。 
エ 全体及び第１章に係る審議 

吉田副会長から事業計画全体及び第１章に関する修正等のポイ 
ントについての説明があった。 

 
◎会長のまとめ 

・本日の審議結果を踏まえ、各グループの取りまとめ責任者が答申案

を作成する。その後、取りまとめ責任者で会合を持ち、全体の調整

をしたうえで第二次答申案を取りまとめる。次回の会議では作成し

た答申原案について議論する。 

 

２ 報告事項について 

県から、三番瀬フェスタ２００６の実施について報告した。 
 

◎大槻副知事あいさつ 

 大槻副知事からあいさつを申し上げた。 

県議会の三番瀬問題特別委員会における審議状況を説明し、「同特別

委員会からの提言及び再生会議からの答申をいただき、一刻も早く再

生事業に着手したい。」と表明。 
 
３ その他 次回の再生会議は９月２７日とする。 


